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５ 策定経過 
 

期  日   

令和元年 ８ 月 20 日 ～ ９ 月 ３ 日 新しいまちづくりのための町民アンケート調査 

  10 月 30 日 ～ 10 月 31 日 第４次総合計画達成調査各課ヒアリング実施 

令和２年 ４ 月 24 日        策定委員会（各課長等）、検討委員会（各課係員）設置 

  ６ 月 ９ 日        町長トップインタビュー 

  ７ 月 ２ 日 ～ ７ 月 ３ 日 第５次総合計画基本計画シート作成各課ヒアリング 

  ８ 月 20 日        総合開発審議会開催 (計画策定の主旨) 

  ９ 月 １ 日       
 
策定委員会 

  ９ 月 15 日       
 
検討部会 

  10 月 １ 日       
 
策定委員会 

  10 月 20 日       
 
検討部会 

  11 月 ２ 日       
 
策定委員会 

  11 月 26 日       
 
総合開発審議会開催（第５次計画案について諮問） 

  12 月 １ 日 ～ 12 月 18 日 計画書案の閲覧及び、住民意見(パブリックコメント)募集 

  12 月 ３ 日       
 
町議会全員協議会にて説明 

令和３年 １ 月 20 日       
 
住民意見に対する町の考え方方針決定 

  ２ 月 ９ 日       
 
総合開発審議会開催（第５次計画案について答申） 

  ２ 月 15 日       
 
住民意見募集結果と町の考え方を公表(町 HP、役場窓口) 

  ２ 月 26 日       
 
町議会全員協議会にて説明 

  ３ 月 ３ 日       
 
町議会本会議にて議決・承認 

 

 
 

 

神崎町町民憲章 
 

私たちは、先人の築かれた教育の町として伝統を守り育てながら、道義と秩序

を基調とする健全な町づくりをめざして、この憲章を定めます。 

●自然を愛し住みよいまちをつくりましょう。 

●知性と文化の豊かなまちをつくりましょう。 

●思いやりのある温かいまちをつくりましょう。 

●スポーツに親しみ楽しいまちをつくりましょう。 

●きまりを守り明るいまちをつくりましょう。 

（昭和 56 年 6 月 15 日制定） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町の木 

バラ 

めじろ 

町の鳥 / 町の花 

樟（くす） 




